
第 2 期 通常総会議案書 

 

日時：2025(令和 7)年 6 月 3 日（火）20:00～21:00 

開場：Zoom 

 

 

 

 

〈 議 題 〉 

 

第一号議案 役員候補者の選任に関する件 

 

第二号議案 2024 年度事業報告並びに活動計算書承認の件 

 

第三号議案 2025 年度事業計画及び活動予算案決定の件 

 

第四号議案 定款変更の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 Sisterhood 

 

 

 



第一号議案 役員候補者の選任に関する件 

 

新任理事  伊㔟みゆき 

新任理事  小川真実 

新任理事  片山枝美 

 

退任理事  遠藤暁子 

退任理事  渡部百合 

 

なお、社員総会でのご承認がいただけましたら、2025 年度の理事・監事の役員構成は以下の

通りとなります。 

理事  小笠原千秋（重任） 

理事  滝口克典（重任） 

理事  松浦篤子（重任） 

理事  伊㔟みゆき（新任） 

理事  小川真実（新任） 

理事  片山枝美（新任） 

監事  多田曜子（重任） 

 

 

第二号議案 2024 年度事業報告並びに活動計算書承認の件 

 

1. 事業概要報告 

（1）女性の居場所づくり  

事業法人としての初年度である 2024 年度は、困難を抱える若年女性への居場所づくり事業

（休眠預金事業）ならびに、それ以外の年代の生きづらさを抱えた女性たちに対する居場所づ

くり（自主事業）を中心に取り組んだ。具体的には若年女性のフリースペース「Mayflower」

を山形市八日町に開設し、週 2～3 回開催、6 月の開設から 3 月までの 10 か月で 18～35 歳ま

での性自認女性の方、延べ 128 人に利用いただいた。同時にテーマ型コミュニティとして、困

窮状態にある女子大学生との「みんなで作ろう夜ごはん」の会を月 1～2 回、山形市東原町と

松原地区にて開催し、延べ 81 人（山形大学、保健医療大学、東北文教大学、通信制大学の学

生）の参加があった。その他の年代の女性に対する居場所づくり事業としては「ジェンダーも

やもや女子会」並びに「コーヒーとお菓子の会」を 7～3 月に 9 回開催し 20～50 代の女性、

延べ 40 人の方に参加いただいた。 

<ジェンダーワークショップ講座テーマ> 

4 月  ジェンダー  7 月  DV  10 月  フェミニズム  1 月  性暴力  

5 月  人権  8 月  ハラスメント  11 月  家（ハウス）  2 月  男性性  

6 月  家族  9 月  女性と貧困  12 月  家父長制  3 月  ケア  



 

(2)ジェンダー不平等に関する情報発信や学習機会の提供  

任意団体の 2022 年から継続しているオンラインでの「ジェンダーワークショップ」（自主事

業）を月 2 回開催し、延べ 123 人に参加いただいた。6 月 17 日には山形大学の講義を担当。

1～2 年生 24 人にジェンダーに関する講話を担当した。また、Instagram で週 2～3 回の発信

を継続し、4 月から 3 月にかけてフォロワーがおよそ 220 人から 770 人に増加。同時に 12 月

にはホームページをブラッシュアップし、月に 1 回以上の更新を継続している。 

 

(3)支援者の力量形成・人材育成事業  

女性支援に関する講座（休眠預金事業）を 6 月～3 月のあいだ 7 回開催。延べ 127 人参加。居

場所づくり講座を 6 月～9 月までのあいだ 4 回開催、延べ 82 人参加。「居場所づくりのお悩み

相談会」（休眠 預金事業）を 8 回開催。山形や宮城、岩手からの参加者 49 人を迎えた。 

〈人材育成 講座テーマ〉  

  演 題  講 師    

6 月 2 日  女性たちが抱える困難と

は？ 

飯島裕子氏 女性支援講座  

6 月 30 日  居場所づくりはとまらない 滝口克典  居場所づくり「そんなのあり？

〈居場所づくり〉のいろいろ 

7 月 28 日  居場所の『公園モデル』と

は？  

鈴木綾氏  居場所づくり「そんなのあり？

〈居場所づくり〉のいろいろ 

8 月 25 日  みんなの「お家」としての居

場所づくり 

伊㔟みゆき氏  居場所づくり「そんなのあり？

〈居場所づくり〉のいろいろ」 

9 月 27 日  大人も子どもも自然の中で

自由に生きる 

武田和浩氏  居場所づくり「そんなのあり？

〈居場所づくり〉のいろいろ」 

10 月 27 日  なぜ女性たちは地方を去る

のか 

山本蓮氏  女性支援「わたしたしの〈は

て？〉 

11 月 24 日  傷を抱えながら声を上げる  石川優実氏  女性支援「わたしたしの〈は

て？〉」 

12 月 22 日  性暴力被害者の現状とその

サポート 

片山枝美氏  女性支援「わたしたしの〈は

て？〉」 

1 月 26 日  <生きづらさ>をどう捉える

か？ 

滝口克典  女性支援「ひとを傷つけない〈支

援〉とは？」 

2 月 23 日  〈当事者〉の声を聴く 滝口克典  女性支援「ひとを傷つけない〈支

援〉とは？」 

3 月 23 日  支援をひらく 滝口克典  女性支援「ひとを傷つけない〈支

援〉とは？」 

 

 



(4)多様な主体の連携  

若年女性のフリースペース「Mayflower」開設記念の交流会を 5 月に開催。さまざまな業種の

方々12 人に参加いただいた。 

 

(5)その他目的を達成するために必要な事業  

若年女性のための就活用スーツ無料貸出事業（やまがた社会貢献基金）を 7 月より開始。株式

会社ニシムラ様、山形 Panasonic 株式会社様、山形県職員のみなさま、山形県内のみならず、

秋田、石川、東京の個人のみなさまからも、スーツ 84 着、カバン 21 個、靴 13 足をご寄付い

ただいた。10 月～3 月のあいだ、山形大学、東北文教大学の学生、城北高校生徒・保護者、シ

ングルマザーの方、延べ 12 人の方に貸出した。 

 

(6)事業の実施・運営に必要な、団体の組織・活動基盤の整備  

理事会 … 4 月 19 日、5 月 17 日、6 月 15 日、7 月 20 日、8 月 24 日、1 月 13 日  

臨時総会 … 8 月 1 日、3 月 18 日 

 

 

２．事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 (2024 年 3 月 21 日～2025 年 3 月 31 日) 

事 業 名  

(定款に記載した事

業)  

具体的な事業内容  

(A)当該事業の  

 実施日時  

(B)当該事業の  

実施場所  

(C)従事者の人数  

(D)受益対象  

者の範囲  

(E)人数  

事業費  

（ 単

位：千

円）  

定款 6-1-1 

ジェンダー不平等の

中で生きづらさを抱

えるさまざまな人々

のための居場所づく

り事業 

困難を抱える若年女

性にさまざまな居場

所（常設のフリースペ

ースならびに非常設

のテーマ型コミュニ

ティ）を提供した。 

(A)6 月～3 月、フリー

スペースを週 2～3

回、テーマ型コミュニ

ティを月１回の頻度

で実施  

(B)山形市内にて実

施  

(C)2 人 

(D)山形県村山地

域の困難を抱える

若年女性  

(E)209 名（延べ） 

10,787  

生きづらさを抱える

さまざまな年代の女

性に居場所（非常設の

テーマ型コミュニテ

ィ）を提供した。 

(A)4 月～3 月、月 1 回

の頻度で実施  

(B)山形市内にて実

施  

(C)2 人  

(D)山形県村山地

域の生きづらさを

抱える女性  

(E)40 名（延べ） 

26  

定款 6-1-2  

ジェンダー不平等の

ジェンダーやフェミ

ニズムにまつわる情

(A) 4 月～3 月、月 2

回実施／6 月 17 日  

(D)ジェンダーに

関心がある人／山
419  



中で生きづらさを抱

えるさまざまな人々

のための情報収集・

情報提供事業 

報収集・提供の機会

（ワークショップ）を

創出した 

(B)オンラインで実施

／山形大学  

(C)1 人 

形大学学生  

(E)123 人（延べ）

／24 名 

ジェンダーやフェミ

ニズムにまつわる情

報提供のメディア（ウ

ェブサイト）を創出し

た。  

(A) 4 月～3 月 

(B)オンラインで実施 

(C)1 人 

(D)不特定  

(E)多数 

定款 6-1-3  

ジェンダー不平等の

中で生きづらさを抱

えるさまざまな人々

のエンパワメントの

ための力量形成及び

人材育成事業  

若年女性支援の力量

形成・人材育成のため

の学習機会（講座・学

習会・相談会など）を

提供した。 

(A) 女性支援、居場所

づくり講座…6 月～3

月、月 1 回の頻度で実

施／居場所相談会…8

月～3 月までのあい

だ、月 1 回の頻度で実

施  

(B)山形市内にて実

施  

(C)4 人 

(D)山形県内各地

の支援関係者  

(E)258 人（延べ） 

3,785  

定款 6-1-4  

多様な主体の連携に

より、ジェンダー不

平等の解決を促進す

るしくみをつくる事

業  

若年女性のフリース

ペース Mayflower 開

所に関わってくださ

った個人、団体の方と

の交流会を開催した。  

(A)5 月 18 日  

(B)山形市八日町  

(C)4 人 

(D)山形県内各地

の女性支援関係者  

(E)12 人(延べ) 

25  

定款 6-1-5  

前各号以外に、定款

第 3 条の目的を達成

するために必要な事

業  

困窮状態にある若年

女性へスーツの無料

貸出事業を実施。全国

各地からスーツの提

供をいただいた。  

(A) 7 月～2 月  

(B)提供…全国  

  貸出…山形県内  

(C)2 人 

(D)県内各地の若

年女性とその家族  

(E)12 人（延べ） 

514  

定款 6-1-6  

前各号の事業を実施

するために必要な管

理・運営に関する事

業  

上記事業の管理・運営

ならびに評価を行っ

た。 

(A) 4 月～3 月  

(B)山形市内にて実

施  

(C)2 人 

（D）事業の利用者

／関係者  

（E）7 人 

1,567  

 

 

 

 



３．活動計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2025 年 5 月 5 日に多田曜子監事より監査を受けましたので、ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三号議案 2025 年度事業計画及び活動予算案決定の件 

 

１ 事業実施の方針  

・設立 2 年目となる 2025 年度は、困難を抱える若年女性への居場所づくり事業ならびにその

実施に必要な支援者の力量形成・人材育成事業を中心に、それ以外の年代の生きづらさを抱え

た女性たちに対する居場所づくり、ジェンダー不平等に関する情報発信や学習機会の提供にと

りくむ。 

・また、上記事業の実施・運営に必要な、団体の組織・活動基盤のための収益事業にとりくむ。 

 

２ 事業の実施に関する事項  

(1) 特定非営利活動に係る事業  

事業名 

(定款に記載した事

業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施予定日時 

(B)当該事業の 

実施予定場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費

の  

予 算

額  

（ 単

位：千

円） 

定款 6-1-1  

ジェンダー不平等

の中で生きづらさ

を抱えるさまざま

な人々のための居

場所づくり事業 

困難を抱える若年

女性にさまざまな

居場所（常設のフリ

ースペースならび

に非常設のテーマ

型コミュニティ）を

提供する。 

(A)4 月～2 月 28 日の

あいだ、フリースペー

スを週 2 回、テーマ型

コミュニティを週1回

の頻度で実施 

(B)山形市内にて実施 

(C)2 人 

(D)山形県村山地域

の困難を抱える若

年女性 

(E)250 名（延べ  

9,220 

生きづらさを抱え

るさまざまな年代

の女性に居場所（非

常設のテーマ型コ

ミュニティ）を提供

する。 

(A)4 月～3 月のあい

だ、月 1 回の頻度で実

施 

(B)山形市内にて実施 

(C)2 人 

(D)山形県村山地域

の生きづらさを抱

える女性(E)60 名

（延べ） 

24 

定款 6-1-2 

ジェンダー不平等

の中で生きづらさ

を抱えるさまざま

な人々のための情

報収集・情報提供事

業 

ひきこもる女性と

その家族に向けた

情報提供の機会を

創出する。 

(A) 5 月～2 月のあい

だ、月 2 回の頻度で親

の会を実施。また啓発

イベントを 1 回行う 

(B)村山地区にて実施 

(C)2 人 

(D)村山地区のひき

こもる女性と家族、

関係者  

(E)250 人（延べ） 

2,200 

ジェンダーやフェ(A) Web…週 2 回以上(D)不特定  20 



ミニズムにまつわ

る情報提供のメデ

ィア（ウェブサイ

ト・紙媒体）を創出

する  

更新。紙媒体…半年ご

と 2 回発行 

(B)オンラインと紙媒

体で実施  

(C)2 人 

(E)web…多数  

紙媒体…200 部×2

回 

定款 6-1-3  

ジェンダー不平等

の中で生きづらさ

を抱えるさまざま

な人々のエンパワ

メントのための力

量形成及び人材育

成事業 

若年女性支援の力

量形成・人材育成の

ための学習機会（講

座・学習会など）を

提供する。 

(A) 4 月～2 月のあい

だ、月 1 回の頻度で実

施 

(B)山形市内にて実施  

(C)2 人 

(D)山形県内各地の

支援関係者 

(E)110 人（延べ） 

  

1,905 

  

山形県内各地域の

女性支援団体に対

し、支援者研修会を

実施する。 

(A) 5 月～11 月のあい

だ 4 回実施  

(B)山形市内にて実施 

(C)3 人 

(D)女性支援員、な

らびに山形県内各

地の女性支援団体 

(E)45 人（延べ） 

270 

定款 6-1-4 

多様な主体の連携

により、ジェンダー

不平等の解決を促

進するしくみをつ

くる事業 

さまざまな資源を

持った人々と集い、

支援のネットワー

クを形成するため

の機会を創出する。 

(A)6 月～3 月のあい

だ 10 回実施  

(B)山形市内にて実施 

(C)2 人 

(D)山形県内各地に

て働いている女性 

(E)40 人（延べ） 

60 

定款 6-1-5  

前各号以外に、定款

第 3 条の目的を達

成するために必要

な事業 

子育てに孤独や大

変さを感じている

女性に対し、子育て

支援事業（ベビーシ

ッター事業）を実施

する 

(A)5 月～3 月  

(B)村山地区を中心に

実施  

(C)2 名 

(D)村山地区の子育

て中の女性 

(E)60 人（延べ） 

200 

定款 6-1-6 

前各号の事業を実

施するために必要

な管理・運営に関す

る事業 

上記事業の管理・運

営ならびに評価を

行う。 

(A) 4 月～2 月 

(B)山形市内にて実施 

(C)2 人 

（D）事業の利用者

／関係者 

（E）10 人 

2,069 

 

 

 

 

 

 

 



 

３．2025 年度活動予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第四号議案 定款変更の件 

 

１．変更の内容及び理由 

  (1)安定的な活動資金確保のため、会員種別の変更（第 6 条）会員種別に「法人会員」を加

える。 

(2)第 6 条変更に伴い、第 57 条附則 6 会費についても「法人会費」を加える。 

 

２．新旧対照 

条項 旧（変更前） 新（変更後） 

第 6

条 

この法人の会員は、次の３種とし、正

会員をもって特定非営利活動促進法

（以下「法」という）上の社員とする。 

(1) 正会員 この法人の目的に賛同し

て入会し、運営及び事業に参加する個

人及び団体 

(2) 学生会員 この法人の目的に賛同

して入会し、運営及び事業に参加する

学生 

(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同

して入会し、法人の活動を支援する個

人及び団体 

 

この法人の会員は、次の 4 種とし、正会

員をもって特定非営利活動促進法（以下

「法」という）上の社員とする。 

(1) 正会員 この法人の目的に賛同し

て入会し、運営及び事業に参加する個人

及び団体 

(2) 学生会員 この法人の目的に賛同

して入会し、運営及び事業に参加する学

生 

(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同

して入会し、法人の活動を支援する個人

及び団体 

(4)法人会員 この法人の目的に賛同し

て入会し、法人の活動を支援する団体 

 

新旧対照  

条項 旧（変更前） 新（変更後） 

第 57

条附則

6 

この法人の設立当初の会費は、第８条

の規定にかかわらず、次に掲げる額と

する。 

(1) 正会員 年会費５千円 

(2) 学生会員年会費 1 千円 

(3) 賛助会員 年会費 1 口 3 千円 1 口

以上 

この法人の設立当初の会費は、第８条

の規定にかかわらず、次に掲げる額と

する。 

(1) 正会員 年会費５千円 

(2) 学生会員年会費 1 千円 

(3) 賛助会員 年会費 1口3千円 1口

以上 

(4)法人会員 年会費 1 口 1 万円以上 

 


